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第6章 国際化・情報化に対応する教育の推進 

 
 
 

 第1節 国際化に対応する教育の推進 

  

 第2節 情報化に対応する教育の推進 
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〔第６章 国際化・情報化に対応する教育の推進〕 

計 画 目 標 事業 
主体 事 業 内 容 等 

 
第1節 国際化に対応する教育の推進 
 
１ 世界を意識し行動する人材の育成 

(1)学校教育における国際理解教育
の推進 
 ①学校における国際理解教育を

推進するため、教育活動の全体

を通じて、我が国の伝統・文化

並びに国際社会に対する理解

と関心を深めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②外国語指導助手等の活用によ

る国際理解教育・外国語教育の

推進に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
市 
 
 
 
 

 
 

 
市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市 
 
 
 
 

 
市 
 
 
 
 
 
 

 
市 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
◎「国際先生」や外国語指導助手等の活用による国際理解教育

の推進【総合教育センター】 
  「国際先生」や外国語指導助手等の活用により、英語能力

の向上を図るとともに、諸外国のことばや文化に対する関心

や理解、自国の文化と伝統に対する関心や郷土に対する理解

と愛着、さらには自分の考えを持ち、表現できる能力や態度

を育てます。 
 
◎外国人との直接的なふれあいを通じた参加型・体験型国際理

解教育の推進 
・国際交流員・外国語指導助手の小・中学校への派遣 

【男女参画国際課・総合教育センター】

   在住外国人や外国で暮らしたことのある人々など、地域

の人材の発掘に努め、小・中学校の授業等での交流を進め

ます。また、国際交流員の活用を積極的に推進します。 
  ・国際交流員・外国語指導助手等の派遣  

毎年度：学校の要請に応じた派遣

  ・夏休み等を利用した児童生徒を対象とした「ALTと話そ
う」コーナーの開設  毎年度：２回（夏・冬休み） 

 
◎青少年海外派遣事業の充実【教育指導課】 
  青少年（中学生）を海外へ派遣し、訪問国の歴史、文化、

教育等の視察や青少年との交流を通じて、諸外国の伝統・文

化等に対する理解を深める教育を推進します。 
 （派遣国：中国・米国・ニューカレドニア） 
 
◎外国語指導助手等の積極的な活用による英語教育の推進 
 （外国語指導研修事業）【総合教育センター】 
  外国語指導助手の積極的な活動を通して、中学生の英語力

育成を図るとともに、英語科担当教員の指導力の向上を図り

ます。また、小・中学校における国際理解教育の一層の推進

に努めます。 
 〔毎年度：学校の要請に応じた外国語指導助手等の派遣 
 
◎国際理解教育・英語教育のための外国語指導助手等の招致 

【総合教育センター】

  教育内容の充実を図るため、今後とも英語を母国語とする

外国語指導助手等の学校教育への導入を進めます。 
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〔第６章 国際化・情報化に対応する教育の推進〕 

計 画 目 標 事業 
主体 事 業 内 容 等 

 
  ③国際理解教育を推進するため、

在住する外国人や外国で暮らし

たことのある人々を活用できる

よう推進体制の強化に努めま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2)市民の国際理解の促進と多文化共
生の推進 
①八戸国際交流協会などの各種講

座、行事等の情報提供を積極的

に図り、市民の参加を促すこと

により、市民の国際理解を深め

るとともに多文化共生社会の促

進に努めます。 
 
 
２．世界と結ぶ交流活動の展開 
 (1)姉妹都市及び友好都市との交流 
①姉妹都市・友好都市等に青少年

を派遣し、国際性豊かな人づく

りを進めるとともに、国際交流

の推進に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
市 
 
 
 
 

 
 
市 
 
 
 
 
 
 

 
 
民間 

 
 
 
 
 
 

 
市・民間

 
 
 
 
 

 
 
 
 
市 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
◎国際理解教育推進のための国際交流員、外国語指導助手、在

住外国人等の活用【男女参画国際課・総合教育センター】 
  異文化理解のため、国際交流員、外国語指導助手をはじめ、

地域に住む外国人や外国で暮らしたことのある人々など、地

域の人材を発掘し、授業等での交流を推進します。そのため、

それらの情報収集に努めます。 
 
◎教職員海外派遣・国際理解教育に関する研修・研究による教

職員の資質の向上（学校教員海外研修派遣事業） 
【総合教育センター】

  指導にあたる教職員自身が常に国際社会への関心や問題意

識をもって生徒に向かえるように、明確な目的意識をもった

海外研修や自主的な研究などを促進し、その資質の向上を図

ります。 
 〔毎年度：１～２人（35日間） 
 
◎八戸国際交流協会等の民間団体による交流事業への市民の参

加促進【男女参画国際課】 
  市民の国際理解を促進するため、八戸国際交流協会をはじ

めとする各団体の活動を支援し、在住外国人と市民との交流

会等の各種行事への市民の参加を促進します。 
 
 
 
◎各種講座、講演会等による国際理解の促進 

【男女参画国際課・総合教育センター】

  八戸国際交流協会等による語学講座の開催、在住外国人や

海外生活体験者を講師とした異文化理解講座等の実施によ

り、市民の国際意識の向上と国際理解を深めるとともに、多

文化共生社会の促進に努めます。 
 〔市民英会話教室 毎年度：３回 
 
 
 
◎青少年の相互派遣を中心とした教育面での交流推進 
 （青少年の海外派遣事業）【教育指導課】 
  青少年（中学生）を姉妹都市である米国フェデラルウェイ

市並びに友好都市中国蘭州市等へ派遣し、相手国の歴史、文

化、教育等の視察や青少年との交流を通じて、相手国の伝統・

文化等に対する理解を深める教育を推進します。 
 （派遣国：米国・中国・ニューカレドニア） 
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〔第６章 国際化・情報化に対応する教育の推進〕 

計 画 目 標 事業 
主体 事 業 内 容 等 

 
 (2)市民及び民間活動の促進 
  ①市民及び民間団体等の主体的な

交流活動を促進するため、さま

ざまな支援と情報提供に努めま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②ボランティアの自主的活動を支

援するとともに、ボランティア

の発掘と育成に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
市・民間

 
 
 

 
市 
 
 

 
市・民間

 
 
 
 
 
 
 

市・民間

 
 
 
 
 
 
 

 
市 
 
 
 
 
 

市・民間

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
◎経済・文化面等での交流の促進【男女参画国際課】 
  相互の都市の伝統・文化等に対する理解を深めるに止まら

ず、互いにメリットを見出せるような経済団体や文化団体等

の相互交流を促進します。 
 
◎市民・民間団体等の国際交流活動の支援【男女参画国際課】

  市民・民間団体の主体性を尊重し、アイディアや行動力が

最大限に発揮されるよう、活動の促進と支援に努めます。 
 
◎民間団体等における国際交流事業に関する情報の収集・提供

 【男女参画国際課】

  八戸国際交流協会のホームページや機関紙による民間団体

における活動内容の紹介や行事案内、在住外国人や海外で活

躍する地元出身者の紹介などを掲載するほか、市の広報を通

して情報提供に心がけ、市民の国際交流事業を促進します。

 〔機関紙の発行 毎年度：４回（各4,000部） 
 
◎国際交流活動に協力可能な人材のデータベース化 

【男女参画国際課】

  八戸国際交流協会のボランティアをはじめ、海外で活躍す

る市出身者や海外生活経験者、本市にゆかりのある外国人、

海外と取引、協力関係をもつ企業等、国際交流活動に協力可

能な個人、団体等の協力を得てデータベース化し、市民や企

業、民間交流団体の活動に役立てるなど、民間団体等におけ

る交流活動を促進します。 
 
◎ボランティアの自主的活動の支援【男女参画国際課】 
  八戸国際交流協会には国際交流ボランティアバンクが設置

されており、多くの分野でボランティアによる積極的な取り

組みが行われております。そのため、ボランティアの自主的

活動の支援に努めます。 
 
◎活動の広報促進等によるボランティアの発掘 

 【男女参画国際課】

  市の広報や八戸国際交流協会のホームページ・機関紙にボ

ランティアの活動内容や現場の声を掲載するなど、新たな人

材の発掘に努めます。 
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〔第６章 国際化・情報化に対応する教育の推進〕 

計 画 目 標 事業 
主体 事 業 内 容 等 

 
第2節 情報化に対応する教育の推進 
 
１．学校教育における情報教育と IT活
用の推進 
(1) 「教育の情報化」の推進 
①児童生徒の情報活用能力の育

成への指導助言を進めます。 
 

 
 
 
  ②教職員の情報活用能力の向上を

図ります。 
 
 
 
 
  ③教職員の IT活用の資質・能力の

向上を図ります。 
 
 
 

 (2)「教育の情報化」推進のための体
制づくり 
①児童生徒・教職員の情報活用能

力及び教職員の IT 活用の資
質・能力を育成するための校内

環境や「八戸市教育情報ネット

ワークシステム（HENS）」の改
善・整備を進めます。 

 
 
２．生涯学習における情報化の推進 

(1) 情報化の推進 
①市民を対象としたパソコン教

室の開催や、広報活動の充実に

より情報化の推進に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
市 
 
 
 
 
 
市 
 
 
 

 
 
市 
 
 
 
 
 
 
市 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
市 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
◎児童生徒の情報活用能力の育成【総合教育センター】 
  児童生徒の情報活用能力（情報活用の実践力・情報の科学

的な理解・情報社会に参画する態度）を育成するために学校

訪問及び研修講座等を通じて、各学校の情報教育に関わる教

育計画の立案・改善及び授業実践等への指導助言に努めます。

 
◎教職員の情報活用能力の育成【総合教育センター】 
  学校事務の効率化を図り、教育の質を高めるために、学校

訪問及び研修講座等を通じて、教職員の情報活用能力（情報

活用の実践力・情報の科学的な理解・情報社会に参画する態

度）の向上に努めます。 
 
◎教職員の IT活用能力の育成【総合教育センター】 
  確かな学力を保証するために、学校訪問及び研修講座等を

通じて、教職員が各教科等の授業において効果的に情報機器

を活用することができる資質と能力の育成に努めます。 
 
 
 
◎教育の情報化推進事業【総合教育センター】 
  今後の情報化社会を見据え、八戸市の児童生徒・教職員の

実態を踏まえ、「教育の情報化推進委員会」を核にして校内環

境及び八戸市教育情報ネットワークシステム（HENS）のあ
り方を検討し、その改善・整備を推進します。 

 
 
 
 
 
◎ＩＴ講習等事業推進 
 ・市民パソコン教室【総合教育センター】 

市民への総合教育センターの啓蒙及び高度情報通信社会

に対応した教育機会提供のための「市民パソコン教室」の

充実を推進します。 
 〔毎年度：6講座 

 
 ・市民 IT講習会【社会教育課】 
 市民の情報活用能力の向上を図るため、初心者を対象と

した IT講習会を実施します。 
 〔毎年度：264回 2,640人 
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〔第６章 国際化・情報化に対応する教育の推進〕 

計 画 目 標 事業 
主体 事 業 内 容 等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)情報化推進体制の整備 
  ①各種情報誌等の配布、図書館情

報ネットワークの充実等、情報

化推進体制の整備に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
市 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
市 
 
 
 
 
 
市 
 
 
 
 

県・市

 
 
 
 
市 
 
 
 
 

 
 ・親子パソコン教室【児童科学館】 
   青少年の情報リテラシー向上のため、「親子パソコン教

室」の充実を推進します。 
 〔毎年度：３回 
 
◎広報活動推進事業 
 ・ホームページの開設と内容の充実 
【総合教育センター・児童科学館・公会堂・文化ホール・図

書館・博物館・縄文学習館・美術館・南郷歴史民俗資料館・

社会教育課】 
   教育委員会各施設の概要や実施する事業内容等の情報を

市民に提供するため、それらをホームページに掲載し、内

容の充実を推進します。 
 
 【文化財課】 
   市内各遺跡の発掘調査状況について、ホームページで情

報の提供を推進します。 
 
・学習機会情報の提供【社会教育課】 
市民の生涯学習に供するため、学習機会情報の提供を推

進します。 
 
 
◎インターネット等の利用による情報の収集と発信 

 【児童科学館】

  子どもたちの参加できる体験活動についての情報を収集

し、提供することに努めます。 
 〔ホームページ更新 毎年度：随時 
 
◎あおもり県民カレッジの学習情報提供【社会教育課】 
  県内の生涯学習に関する情報誌「学遊トピアあおもり」に

よる情報提供や各種情報誌を市民、関連機関へ配布するなど

学習情報の提供に努めます。 
 
◎図書館情報ネットワーク【図書館】 
  県図書館情報ネットワークシステムを利用し、県内各図書

館等の所蔵資料の検索や相互貸借の円滑化を進め、市民の読

書需要にスピーディに対応します。 
 
◎南郷図書館とのシステムの一元化【図書館】 
  システムの統合を図り、ネットワークの連携を推進し、図

書の貸出・返却、図書の予約拡充など、市民の利便性の向上

を図ります。 

 


